
令和８年４月号

令和８年４月１日より自転車の交通違反に青切符（交通反則通告制度）が適用（16歳以

上が対象）されます。

ルールを守って安全・安心な利用を心がけましょう。

清水駐在所だより 稲沢警察署

0587-32-0110

自転車の交通違反に青切符

巡回連絡って何？

最後に、防犯に役立つ情報は「アイチポリス」から！

事件・事故 緊急事案は110番

～警察相談ダイヤルは#9110～

交番や駐在所の警察官が皆さんのご家庭などを訪問し、

犯罪や災害、事故の発生状況・被害の防止方法・応急措置及び緊急の連絡方法

などについて連絡するとともに、皆さんからの警察に対するご要望・ご意見を

お伺いする活動です。

作成した「連絡表」は、

非常時の連絡に役立てています。

ご理解・ご協力をお願いします！

【自転車の違反と反則金の例】

スマホ等のながら運転

反則金 12,000円

遮断踏切立入り

反則金 7,000円

指定場所一時不停止

反則金 5,000円


